
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

法律や制度、商慣行が異なる海外におけるビジネス

では、現地の政治や経済、市場動向、外国企業に対す

る政策等の幅広い情報が必要です。また、思わぬトラ

ブルに直面することがあり、政府レベルでの対応が必

要な場合もあります。そのようなときに頼りにしたい

のが外務省です。 

日本企業の海外展開支援を強力に進めている外務

省では、ＪＥＴＲＯやＪＩＣＡとも連携し、企業の相

談に対応しています。 

 

◆日本企業支援窓口 

外務省はほぼすべての在外公館に「日本企業支援窓

口」を設置し、現地に駐在する日本企業支援担当官が

個別企業からの相談・支援依頼などに積極的に対応し

ています。幅広いネットワークやＯＤＡ等の各種ツー

ルを活用し、日本企業をバックアップする体制を整え

ているのです。 

 例えば、「現地の法律・制度等が日本企業にとって不

当に不利な状況になっている。」、「現地政府より不当

な税の支払いを要求されている。」、「就労ビザ（査証）

や許認可証の発給・ライセンスの更新等に時間を要し

ている。」、「現地の規制や制度、治安に関する情報を教

えてほしい。」、「現地の制度に精通した弁護士、会計士

等専門家を紹介してほしい。」、「経済的威圧を受けて

いる。」といった相談に対応してくれます（私企業間の

紛争については政府機関として原則として介入でき

ない点には留意が必要）。 

 

◆在外公館における日本の弁護士によるアドバイス 

一部の在外公館において、現地に進出する日本企業

に対し、現地に精通する日本の弁護士による無料法律

相談、および現地の法令、法制度等についての情報提

供等を行っています。 

 

 

◆その他の支援 

・農林水産物・食品の輸出や食産業の海外展開を後押

し支援 

・インフラの海外展開の支援、外国公務員贈賄事案へ

の相談対応 など 

 
【外務省「日本企業支援」】 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page22_000940.

html#section1 

 

 

 
 

いわゆるスポットワークには企業による直前キャ

ンセルの問題がありましたが、それが司法の場で争

われることになりました。飲食店で働くはずだった

大学生が、店側のキャンセルに対して賃金を求めて

提訴したのです。 

 

◆経 緯 

川崎市の大学生の男性が提訴して請求した賃金額

は１万 4,000円でした。男性は５月にスポットワー

ク最大手のタイミーを通じて東京の飲食店で働く予

定でしたが、その前日にスマホでキャンセルの通知

を受け取りました。１年ほど前からスポットワーク

を開始し、毎回異なる飲食店で働いてきた男性にと

海外進出を考えたら利用したい 
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ってキャンセルは初めて。お金を貯めようとしてい

た男性は別の仕事を探したものの、自宅から通いや

すいなどの仕事は見つかりませんでした。それ以降

も別の仕事先で直前キャンセルが３件続いた男性

は、提訴に踏み切りました。 

 

◆双方の主張 

男性の原告側は、「マッチング時点で労働契約が成

立したとするのが実態に即して合理的だ」などと主

張。タイミーが「労働契約は出勤時にＱＲコードを

読み込むことにより締結される」としていることに

ついて、原告側は意図的に休業手当を支払わずにで

き、労働基準法に違反するとして、賃金の支払いを

求めています。被告である飲食店の経営者は、マッ

チング時に労働契約が結ばれるという認識はなかっ

たとしています。 

 

◆厚生労働省のリーフレット 

スポットワークをめぐっては、７月に厚生労働省

が「別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した

求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方

の合意があったものとして労働契約が成立する」と

の留意点を示したリーフレットを出しました。これ

を受けて、主要なアプリ事業者は９月に規約を見直

しました。 

 

今後、スポットワークのビジネスモデルに影響が

出るともいわれている裁判の行方が注目されます。 

 
【厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項

等」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html 

 

 

 
 

今年も最低賃金の引上げが実施されました。近年、

大幅な引上げが続いており、企業としては対応に苦慮

するところです。 

そのような中、中小企業庁は、賃上げ・最低賃金対

応をしながら、新製品開発、新設備の導入、販路開拓、

従業員の処遇改善や人材確保の取組みをする中小企

業・小規模事業者への国の支援制度をまとめた「賃上

げ・最低賃金対応支援特設サイト」を開設しました。 

 

◆補助金・助成金・税制・相談窓口などの情報を一括

で確認 

特設サイトは、以下のステップにより、自社に合っ

た補助金・助成金（ＩＴ・設備投資支援に関する補助

金、業務改善助成金、キャリアアップ助成金等）、税制

優遇（賃上げ促進税制）、相談窓口（よろず支援拠点、

働き方改革推進支援センター等）といった支援策をす

ぐに見つけられるよう工夫されています。 

○ステップ１ 賃上げに必要な人件費の増加分を

知る 

○ステップ２ 商品・サービス別、顧客別の「利益」

を計算し、「伸ばすべき」商品・サービスを検討す

る 

○ステップ３ 賃上げ原資の確保に向けて対策を

考える 

 

◆自社に合った支援制度を見つけるために活用を 

時給引上げ額、勤務日数、従業員数などを入力する

ことによって、１日、１週間、１月、１年当たりの各

増加額を算出できる「人件費増加額シミュレーション」

や、利益を得るための売上高等をシミュレーションで

きる「儲かる経営 キヅク君」など、自社の状況をシ

ミュレーションするのに活用できるツールも盛り込

まれていますので、ぜひ活用したいところです。 

 

【中小企業庁「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」】 

https://mirasapo-plus.go.jp/chinage/ 

 

 

中小企業庁が「賃上げ・最低賃金対応

支援特設サイト」を開設 

サイト」を開設しました 


